
エネルギー需給構造高度化基準認証推進事業
令和6年度概算要求額 25億円（25億円）

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

2050年カーボンニュートラルや気候変動対策等を踏まえた有望なエネル

ギー関係製品・技術・サービス・システムが、公正かつグローバルに通用するた

めには、市場競争以前の、企業・業界の枠を越えた共通のソフトインフラ整

備としての標準化への取組が不可欠であり、これを持続可能なものとし、かつ、

加速させることも必須。特に、企業大、業界大の協調が必要となる社会実

装・産業基盤整備に関する標準化は、消費者を含む適切な利害関係者を

巻き込んで取り組むものであり、国が主導して適切に進め、必要に応じて他

国との調整をしながら、国際標準開発・提案、国内標準化体制の構築を行

う。これらを通じて、国内外のルール形成や市場創成を主導し、エネルギーの

使用効率化、安定供給の確保、脱炭素社会等の実現を目的とする。

産業技術環境局

基準認証政策課

成果目標

令和5年度から令和14年度までの10年間の事業であり、短期
的には、国際標準化機関に提案した国際標準素案件数を令和
8年度までに80件を目指す（令和5年度からの累計）。

最終的には、国際標準化を400件（令和5年度からの累計）
実現するとともに、国際標準化機関等における日本のプレゼンスを
強化することを目指す。

事業概要

エネルギー需給構造の高度化、脱炭素社会の実現に資する重要または先

進的なエネルギー関係製品等について、ルール形成や市場創造を主導する

ため、以下の取組を行う。

（１）国際標準開発、提案等：異業種連携、関連技術情報・実証デー

タの収集、他国との共同規格開発等を通じた規格原案の開発・提案、標

準の普及を見据えた認証基盤の構築等を実施。

（２）標準に取り組む体制の整備、強化：国内外のエネルギー関係製

品・技術・サービス等の標準化動向調査、国際標準化機関等対策活動、

啓発・情報提供等を実施。

（３）エネルギー需給構造高度化基準認証推進事業補助金：民間が

主導し迅速な対応が必要な標準について、その原案開発・普及促進する補

助事業を実施。

補助
（2/3）

民間事業者等国

民間事業者等国

委託

（１）委託費

（２）補助金
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